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令和６年１０月 

事業者各位                   (公社)滋賀労働基準協会彦根･長浜支部長 

 

           

令和６年１２月開催 職長教育 募集について 
 

 

 平素は当支部の事業運営につき、格別のご協力を頂き厚くお礼申し上げます。 

 さて、労働安全衛生法第６０条、労働安全衛生規則第４０条により職長にかかる労働安全衛生 

教育を下記により開催しますので対象の方々について受講されます様ご案内致します。 

業種としては、『製造業、（「食料品製造業」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」の 

業種が教育対象に追加）、電気業、ガス業、自動車整備業、機械の修理などの危険有害業務を 

含む５業種』が対象です。建設業的業種(機械設置等)は「職長・安全衛生責任者教育」の 

１４時間教育が必要になります。 

記 

 

１．日 時：令和６年 １２月１７日（火）～１８日（水） ＜2日間ｺｰｽ＞  

       午前 9時 30分～午後 4時 30分   （5分前からｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ開始） 

 

２．場 所： 彦根勤労福祉会館 ４F-大ホール 彦根駅より徒歩 3分 

       彦根市大東町 4番 28号   TEL：０７４９－２３－４１４１ 

 

３．申込み ：10月 15日(火)〜12月６日(金) 但し、定員６４人になり次第締め切り。 

 

４．受講料 ：（ﾃｷｽﾄ代・消費税込み） 会 員 ：１３,５０３円  非会員 ：１５,７０３円 

 ＊請求書到着後、上記受講料を開講１０日前までにご入金願います。 

＊領収書は原則発行しておりませんが、必要であればＨＰに専用の依頼書が 

あります。 ダウンロードして申請してください。 

 

５．その他注意事項等 

 ・教育終了後、「修了証」を交付しますので、印鑑（認印）を持参願います。 

 

 

以上 

 

 

 

 

彦根・長浜支部からのお知らせ 

【１２時間コース】 
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彦根・長浜支部主催講習専用 
 

特別教育･告示等講習会共通申込書 

▶FAX で申込できます 0749-24-9245 
受講を希望する「講習名」に○印をつけてください 

 職長教育（１２H）  新入者安全衛生教育 

 職長能力向上教育  安全衛生推進者養成講習 

 
自由研削用といしの取替え等の業務に係る 

特別教育 
 リスクアセスメント講習 

 低圧電気取扱業務に係る特別教育   

 
動力プレス機械の金型等の取付業務等に係る 

特別教育 
  

 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育   

 

受講月日 

 

初日                            

R６年 １２ 月 １７  日 

最終日 

〜  １２ 月  １８  日 

 

★氏名・生年月日・住所は修了証に反映されますので楷書で正確にご記入ください。 
・受講申し込みにあたってご記入いただく個人情報は、講習実施の目的以外に使用することはありません。  

ふ り が な  

現

住

所 

〒    － 

 

 

 

 

 

氏 名   

生年月日 

昭和 

平成      年    月    日 

 
※個人申し込みの場合のみ連絡先としてTELとFAXをご記入ください 

 
             TEL                          FAX                        □FAXなし 

 
事業所を通じて申し込む場合は、事業所についてご記入ください。(受講票・・請求書・修了証などの送付先となります) 

事業所名  
事業所 
所在地 

 

〒    － 

 
 
 
 

ご担当者 
 

連絡先 

部署名  <受講料> 
受講料は、開講１０日前までにご入金下さい 

振込手数料はご負担願います 

氏 名  □会員  □非会員 
 ※会員・非会員がご不明な時は、 

  お問い合わせください。 

 

         円 

お支払方法に☑を 
 

 □銀行振込 
 
 □支部事務所持参 
持参の場合は要事前連絡 

  

入金予定日 

TEL  
月   日 

 FAX  

 ★受講票は請求書と共に郵送します                   ※開講日からさかのぼって１週間以内にキャンセルされた場合は受講料の返金はできません 

【申込先・受講料納入先】 

（公社）滋賀労働基準協会 彦根･長浜支部 受講料振込先 

〒522-0074 彦根市大東町 5番 12号 ｳｶｲﾋﾞﾙ 5階D号 
        TEL ０７４９-２６-２３４０ 

  FAX ０７４９-２４-９２４５ 

滋賀銀行 彦根支店 普通預金 ３６３５９５ 

名 義  公益社団法人 滋賀労働基準協会 
シヤ）シガロウドウキジユンキヨウカイ  

 

 

 

 

受

講

番

号 

 


